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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○建築士法施行細則等の一部を改正する規則（※） （建築課取扱い）１

建築士法施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年３月29日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

鹿児島県規則第38号

建築士法施行細則等の一部を改正する規則

（建築士法施行細則の一部改正）

第１条 建築士法施行細則（昭和25年鹿児島県規則第116号）の一部を次のように改正する。

第２条の次に次の１条を加える。

（証明書の交付）

第２条の２ 法第５条第１項の規定による二級建築士又は木造建築士の登録を受けている旨

の証明を受けようとする者は，建築士登録証明申請書（別記第３号様式の２の２）を知事

に提出しなければならない。

２ 知事は，前項の規定による申請があつた場合においては，申請者に建築士登録証明書

（別記第３号様式の２の３）を交付する。

第６条第１項中「前条第４項若しくは第５項」を「前条第５項」に改め，「申請又は」を

削る。

第８条の12中「提出を」を「送付若しくは提出を」に改め，同条第２号中「提出」を「送

付」に改める。

別記第３号様式の２の次に次の２様式を加える。
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第３号様式の２の２（第２条の２関係）

証 明 手 数 料

収 入 証 紙 貼 付 欄

（消印しないでください。）

建築士登録証明申請書

年 月 日

鹿児島県知事 殿

申請者 住所

氏名 印

下記のとおり建築士法第５条第１項の規定による二級建築士又は木造建築士の登録を受

けている旨の証明を申請します。

記

建 築 士 氏 名

建築士免許の種別 □二級 □木造

登 録 番 号 鹿児島県知事登録 第 号

証明書の申請枚数 枚

証明書の使用目的

備考１ 氏名を自筆で記入したときは，押印を省略することができます。

２ □のある欄は，該当する□の中にレ印を付けてください。
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第３号様式の２の３（第２条の２関係）

建築士登録証明書

下記のとおり登録されていることを証明します。

年 月 日

鹿児島県知事 

記

フ リ ガ ナ

氏 名

旧 姓

通 称 名

生 年 月 日 年 月 日

登 録 番 号 鹿児島県知事登録 第 号

登録年月日 年 月 日

講習

講 習 区 分 講 習 修 了 証 番 号 講習を修了した年月日

定期講習履歴

講 習 区 分 講 習 修 了 証 番 号 直近の講習を受けた年月日

（処分歴）
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別記第９号様式備考３中「定款及び」を削る。

別記第10号様式備考４を次のように改める。

４ 届出の理由が，開設者死亡の場合は戸籍謄本又は戸籍抄本を，開設者死亡以外の

理由（廃止を除く。）の場合は履歴事項全部証明書を添付してください。

別記第10号様式備考５を削る。

（建築士法施行細則の一部を改正する規則の一部改正）

第２条 建築士法施行細則の一部を改正する規則（平成24年鹿児島県規則第27号）の一部を次

のように改正する。

第３条第２項の改正規定中「これ」を「これを」に改める。

第８条を改め，第１章中同条の次に13条を加える改正規定のうち，第８条の14に係る部分

中「第７条まで」を「第４条まで，第５条第６項，第６条」に，「第３条第２項」を「第２

条の２第１項中「別記第３号様式の２の２」とあるのは「別記第３号様式の２の２に準じて

指定登録機関が定める様式」と，同条第２項中「別記第３号様式の２の３」とあるのは「別

記第３号様式の２の３に準じて指定登録機関が定める様式」と，第３条第２項」に，「中

「申請者に免許証」とあるのは「申請者に免許証明書」と，」を「並びに」に改め，「，第

５条第１項中「別記第３号様式の５」とあるのは「別記第３号様式の５に準じて指定登録機

関が定める様式」と，同条第２項中「別記第３号様式の６」とあるのは「別記第３号様式の

６に準じて指定登録機関が定める様式」と，同条第３項中「別記第３号様式の７」とあるの

は「別記第３号様式の７に準じて指定登録機関が定める様式」と，同条第４項中「別記第３

号様式の８」とあるのは「別記第３号様式の８に準じて指定登録機関が定める様式」と，同

条第５項中「別記第３号様式の９」とあるのは「別記第３号様式の９に準じて指定登録機関

が定める様式」と」を削り，「前条第４項若しくは第５項の」を「前条第５項の規定による」

に，「前条第３項」を「前条第５項」に改め，「，第７条中「別記第４号様式」とあるのは

「別記第４号様式に準じて指定登録機関が定める様式」と」を削る。

附 則

この規則は，平成25年４月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，公布の日から施行

する。


